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第２回大木町健康福祉センターの在り方に関する検討委員会 

（会議録要約） 

 

１ 開催日時 令和５年８月４日（金）13時 30分～16時 30分 

２ 開催場所 大木町役場３階大会議室 

３ 出席委員 （略） 

４ 議事経過 

（１）開会 

   委員長 皆さんこんにちは。先に検討委員会の委員の関係で説明させて

いただきたいと思います。今日ご出席の〇〇さんでございます

が、包括協定を代表する社の者として出ていただくために、ご都

合によってはなかなか東京から来れない場合もございますので、

□□さんという福岡支店の方が場合によっては出て来られるか

もしれません。設置要綱の 10条でそれを委員長が認めるという

ことで整理いたしますので、よろしくお願いしたい。 

   事務局（健康福祉課課長補佐） 

       最初に本日の資料の確認をいたします。今週月曜日に、本日の通

知と資料を郵送しております。また本日、配布資料として２枚、

前回の議事録と本日会議のレジメになります。それでは検討委

員会設置要綱第６条により、委員長に会議の議長をお願いいた

します。また、本日２名の方が欠席されておりますが、過半数を

満たしておりますので、今会議は成立しております。それでは、

委員長、よろしくお願いいたします。 

   委員長 改めまして皆さんこんにちは。前回、第１回の委員会の時に、町

長から諮問を受けた３つの協議事項について、委員会で議論を

して、できれば 11月までにその内容を答申としてまとめていき

たいなというふうに思っております。前回を振り返ってみます

と、事務局から盛りだくさんの説明がございました。１つ目は公

共施設の現状がどうなっているのかについて、パワーポイント、

スライドを見ながら行いました。それから２つ目は、健康福祉セ

ンターの現状がどうなっているのか、利用状況はどうなってい

るのか、売上高がどうなっているのか、あるいは参加者がどうな

っているのか、そういうことについてお話をいただきました。そ

れから３点目は、多世代交流棟と健康福祉棟と、棟別の２棟によ

って成り立っておりますので、それぞれの施設の点検結果とい

うものについて詳しくご説明をいただきました。そのあと、皆さ
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んと現場を見ながら、いろいろ議論をさせていただいきました。

かなり質問もございまして、今日この後、答えられなかった質問

については、再度、事務局の方から対応させていただきたいとい

うふうに思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。

それでは本日お配りしている資料の説明をお願いします。 

（２）前回議事録要旨について 

   事務局 （説明） 

   委員長 ありがとうございました。それでは、前回質問があってお答えで

きなかったことについて、最初に事務局の方からお答えいただ

きたいと思います。 

 （アクアスの企業理念について） 

   事務局 アクアスの企業理念は、別には定めておりませんが、定款にある

とおりです。 

 （アクアスの運営プランについて） 

   事務局 取締役会において、公社の運営について協議されている内容を

ご報告します。日本生産性本部の経営改善報告を参考に、公社の

運営を黒字化するためには、入館料あるいは会費等を上げるか、

入館者を増やすか、入館者の客単価を上げるかになりますが、入

館料等を上げると、入館者が減り利益増とならない可能性もあ

ります。２階レストランも人員体制等が確立できず休業が続い

ている中、客単価を上げる抜本的な取り組みも難しいため、入館

者を増やすことを目標に、現在会員制度について検討がなされ

ています。また、アクアスフロントの商品の陳列等も変えるなど、

レストラン休業に伴い、弁当や菓子類の販売も行っています。 

 （当会議における秘密の保持について） 

   事務局 前回会議において、秘密を保持すべき情報の範囲について〇〇

委員から質問がありました。前回の会議においては、「個人情報」

についてのみと申し上げましたが、追加でお願いしたい部分が

ございます。事務局の方で説明した内容や皆様方個人の意見は

公にしていただいても構いませんが、他の委員さんの意見など

に関しては、会議の外でお話しいただくのはお控えください。ま

た、この会議は、最終的に町長に答申し、議会に報告することと

なっています。答申や報告前に、ここでの進捗状況が委員以外に

広がることは好ましくないとの考えから、３回目以降の会議に

ついては、会議の内容全てにおいて、非公開とさせていただきま

すので、ご了承ください。答申書を町長に提出し、議会に報告ま
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では守秘義務を徹底していただき、議会に上程したら守秘義務

を解除したいと思います。御了承お願いします。 

 （アクアスの送迎バスについて） 

   事務局 前回、〇〇委員のご質問で、以前行っていたアクアスの無料送迎

バスについての意見がございました。現在は、アクアス独自でバ

スは所持しておりません。以前は、町の福祉バスを譲り受けて、

アクアスで新年会、忘年会の送迎等にも活用していましたが、バ

スが老朽化し、新たなバスを購入することも難しく、また、送迎

に対応する人員体制を取ることも難しいため平成 27年頃に廃止

となりました。ただし、町の事業としての福祉バスをシルバー人

材センターに委託しております。水曜日、金曜日はアクアス送迎

バスとして行っており、地区老人クラブ等でアクアスを利用し

たいという希望がある場合は、町の福祉バスを利用できるよう

にしています。 

 （アクアスの防水工事について） 

   事務局 会議終了後に〇〇委員から平成 24年度の防水工事の内容につい

て質問がありましたのでお答えします。平成 24 年度の 10 月に

多世代交流棟の外壁補修のためのシーリング工事を行っており

ます。防水工事が約 270万円、仮設工事費約 700万円、撤去工事

等を含めると 1143万６千円の工事費となっております。 

   委員長 ありがとうございました。前回、第１回目の中で皆さんから質問

いただ分について、ご回答させていただきました。何か、質問は

ありますか。よろしいでしょうか。 

（３）審議事項 

  ① 健康福祉センターを評価する際の基本的考え方について 

   委員長 それでは、議事に入りたいと思います。今日は議事の議題が２つ

あります。健康福祉センターを評価する際の基本的な考え方に

ついて、利用者あるいは住民の皆さん、専門家の皆さんの視点か

ら意見交換をしたい。そこで、私の方からその議論をどういうふ

うに進めていくか、委員長としてこういう形で議論を進めたい

とご説明させていただきます。資料についてはすでにパワーポ

イントのものと、Ａ４版のプリントを送付しておりますので、こ

ちらを見てください。私の方から提案ということで、こんな形で

皆さんと今日、議論を進めていきたいと思います。この委員会は

12名、私を抜いて 11名ですが、住民代表として公募された方が

６名、それから専門知識を有する者として私も含めて６名で構
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成されています。従って、専門家と住民の皆さん半々という中で

ソフトの議論とハードの議論をしていきたいと思います。ソフ

ト面では、例えば、施設提供されている公共サービスや経営状況

などを評価の対象として議論をしていきたい。それからハード

の面について、これは公共施策、有効な施設でございますので、

物理的な状況を最終的にいろいろと評価していきたい。このセ

ンターは多世代交流棟、アクアスといわれるもの、それから健康

福祉棟と、それぞれ構造体も別棟で建っている。これは２つに分

けて、検証していく必要がある。そういう中で一番重要なのは、

できれば公募委員の皆さんに、住民あるいは消費者として、日頃

感じているような気付きについてご意見を述べていただきたい

と思いますし、町が経営してるような公共サービスのあり方や、

利用者からの実感みたいなものをぜひお聞きしたい。それから

専門家の委員の方については、この施設は特殊性があり、デザイ

ンに凝っておりますが、多世代交流棟と健康棟の施設を分けた

中で、施設の利用低下とか、どんな状況なのか、ぜひ専門家のご

意見を伺いたい。また、今後の経営のあり方、公社としてもどう

いう改善を果たせていくのか、それから少子化、高齢化の中でで

すね、どういう今後、町として政策を展開していく必要があるの

かなどの視点からご議論をいただきたい。そういう意味で、今日

は５つの視点を頭に入れながら議論をしていただきたい。行政

の社会的な責任、住民の皆さんの感覚、気づき、それから、三つ

が経営意識、四つめが社会教育の変化、これが目まぐるしく変わ

りました。この施設ができたときは、人口が増加して、経済の右

肩にある拡大成長時代でした。今は違います。2000 年以降は人

口が減少して、高齢化に始まって、経済が低迷するとそういう時

代が、社会状況が大きく変わってきました。同時に公共施設の機

能低下と老朽化と、全国の自治体が抱えている問題があります。

大木町もそうです。こういう問題を５つの視点から少し議論し

ていきたい。それともう１つ、行政の責任とはどういうことかと

いいますと、行政とは住民の福祉の推進、これを最低限担ってい

くために各施設がどうあるべきか、そういうことから社会的責

任を果たしていく。それから、利用者、消費者、住民の方が町全

体として何を今優先していくのか、真に必要としている施設、サ

ービスはどういうものなのかご意見を伺いたい。また同時にア

ンケート調査も行ってますので、利用する人、利用しない人多様
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な方たちの意見を把握しながら整理していきたい。それから、経

営意識、これは一番重要なことで、公共施設にはコストがかかり

ます。コストと意識、それから住民の皆さんがサービスについて

満足しているか、こういうものを、民間の経営実態を役人っぽく

やるのではなくて、民間的な経営意識を持った施設というもの

を今見ていく。そういう意味では、例えばこれまで続けてきた施

設だからといった極めて短絡的な前例踏襲的なことは、排除し

ながら、真に必要なサービスは一体何なのか、それこそ、最小の

経費の中でどうやって人材や資源を有効活用したらよいか、そ

ういうことについて議論をしていきたい。25 年前に造った建物

ですので、当時の設置目的と、現状とはどういうふうにずれてる

のか、ずれていないのか、今の住民ニーズに反映しているのか、

どうなのかということも、皆さんたちと議論していきたい。それ

から高齢化社会を迎えて、将来的なニーズを想定しながら、どう

あるべきかということも議論していきたい。それから、５つ目に

公共施設の機能低下、築 50年近くたてばいろんな老朽化が始ま

り、皆さんの家もそうですね。そういう意味で平準的な施設なの

か、福祉的な施設なのか、個々の条件を勘案しながら、その部門

の低下とか老朽化とか進捗状況とかは物によって違ってきます

ので、そういうことを見極めながら安全安心と機能面、コスト面

からどうあるべきかということを皆さんと議論していきたい。

こういうものを皆さんと共有しながらこれから、健康福祉セン

ターを評価する際の視点と基本的な認識、考え方というものを。

現在でも 25 年前に期待されていた役割が果たされているのか、

利用者の立場から分かっていると思いますので、そういうご意

見もいただきたい。施設が有効に機能しているのか、当然、老朽

化したり、人も代わったりしますので。それから三つ目は、効果

的な施設の管理形態、これは複雑ですね。管理は公社という、町

から施設利用状況の中身について、別途、健康福祉課が行ってる

健康づくり事業をアウトソーシングするという複雑な中身につ

いて本当に健全性が保たれているのか。そして四つめは前回も

議論になりましたけれども、施設の老朽化と特殊性の問題。これ

は特に専門家の皆さんから聞いていきたい。こういう施設の課

題は大木町には多くありますので、これだけの議論ではなく、中

長期の自治体経営の課題を、そういうものを含めながら利用者、

住民の皆さんとですね、意見交換をしていきたい。進め方として
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は、できればこういう視点に立って、まずは、５名の専門家の専

門知識を有する人たちを私の方で指名していきますので、意見

を聞きたい。次に、今度は、評価する際に６名の住民の、利用者

の代表から意見を聞きたい。両方からの意見をうかがいながら、

それをうまく整理できるかどうかわかりませんが、私の方で整

理して、さらに論点を絞ってですね、深堀しながら施設の在り方

を皆さんと意見交換していきたい。私の方から場合によっては、

指名して意見を求めることがありますので、よりよい審議を進

めていくために、よろしくお願いします。ということで、今日の

議論の進め方について、よろしゅうございますか。 

   各委員 （了承） 

   委員長 ありがとうございます。それでは早速意見に入っていきたいと

思いますが、今、説明したような意見を踏まえて、専門的な知識

を有する皆様に順にご意見をいただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。それでは、マイクを回しますので、〇〇さ

んからよろしくお願いします。 

   委 員 まず確認をしていただきたいのですけれども、今の健康福祉セ

ンター、特に多世代交流棟が建築基準法上、合法的な建物になっ

ているのかどうか。年度ごとにいろんなリフォームなり、増改築

なり、修繕工事やられてるかと思うんですけれども、法律に則っ

てやられているかと、やらないといけないと思うんですけれど

も、どうされているのかどうか、今日、建設水道課さんお見えに

なっておられますので、まず、そこがクリアされているかどうか

をお尋ねしたいと思うんですけれども。 

   委員長 私も専門でございますけれども、建築基準法というのは、建てて

から法令等が途中で変わったりしていますので、既存不適格っ

ていう考え方があります。大規模な修繕をしない限りは、法令が

変わっても、基本的にそれは法律上不適格と存在するのですけ

れども、増築したり、大規模な模様替えで改築したりすると、構

造の適用がされたり、内部整理がされたりというものがあり、そ

のような経過があるかどうかだけ、わかる範囲でお願いします。 

   事務局（建設水道課係長） 

       建設水道課の営繕係ができたのが数年前で、改修工事はほぼタ

ッチしていませんが、確認申請がいるような改修はされてない

という認識はあります。ただ、既存不適格の件に関しましては、

今、私どもが把握しているのは、鉄骨関係の耐火の分とエレベー
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ターの耐震、これが法改正になってますので、既存適格だという

認識がございます。改修においては、営繕係の方では法に違反し

ているとか、確認申請が必要な改修は行われていないというふ

うな認識はしております。 

   委員長 よろしいでしょうか。 

   委 員 １点だけ、すみません。記憶違いであったら申し訳ないんですけ

ど、和風呂のサウナ部分の増築があっているのではないかと思

うんですよ。あれは、もともと建ってる時も、図面があるかと思

うんですけど、和風呂のサウナの部分が増築されているんじゃ

ないかなと思っているところですが、そこは後ほど確認してい

ただければと思っております。以上です。 

   委員長 それでは本日の私の質問についてお答えいただきたいと思いま

す。５項目についてですね、〇〇委員がどう考えていらっしゃる

のかをお願いします。 

   委 員 まず、５番目の公共施設の機能低下と老朽化というとこところ

があるんですが、やっぱり温泉という施設、いわゆる塩分にしろ、

何にしろ、普通の住宅とは違いますので、なおかつ鉄骨構造とい

うのもありますので、非常に錆びとかいろんなものがでてきて

いるんだろうと思っております。それから、１階と２階の天井裏

のところが、間仕切りがないので、お湯が全階に回って結露を起

こしている状況ではないかというふうに考えておりますので、

ここを早急にどうにかしないと建物はそんなに長くもたないの

ではないかというふうに考えているところです。 

   委員長 それではどうぞ。 

   委 員 こんにちは。自分は基本的に５番なんですけれども、施設の機能

低下と老朽化なんですけれども、平成 24年でしたかね、防水工

事されたのが。その時点でも雨漏りが止まらなかったという噂

は聞いておりまして。委員長が 50年経ったら住宅は老朽化が進

むと、工事費が高くなると。さきほど〇〇さんが言われたように、

温泉施設なので、普通の住宅と違って損傷は早い方だと思うん

ですよ。その形自体、誰もが分かるように、修繕がしにくい形で

すので、私はこの委員に呼ばれる前から、「青木の湯」じゃない

ですけれども、修繕しやすいシンプルな木造の平屋建てにした

ほうがいいんじゃないかなと思っておりました。そのために補

助がもらえるのか、もらえないのか一番大きいかと思うんです

けれども、５年、10 年、いろんなものを修繕する費用を考えた
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ら、そういうのもひとつの案かなと。以上です。 

   委員長 〇〇委員さん、どうですか。 

   委 員 〇〇です。私も専門家として５番目の項目となると思うんです

けれども、実際問題、専門家の皆さんたちも思っていらっしゃる

と思うんですけれども、あの建物自体、すごく特殊性があります。

極端に言いますと、雨漏りが起きるべくして起きている建物だ

と思います。おそらく今後、この調査報告書に出ていますけれど

も、コーキングだけでもってるような建物だと。５年なりなんな

りにずっとこの維持管理をやっていくのかと。それが、前回の時

に話がありました、実際問題雨漏りが止まったのかというもの

があるかと思います。これ１つちょっと私わからないんですけ

れども、建設当時、当初から雨漏りが発生していなかったのかと。

その場合、ちょっと特殊な建物だと思いますが、水が外壁にかか

るような形で、コーキング、ネジだけで水を抑え込んでいるよう

な建物ですので、今、言われたように、維持管理をずっとどのぐ

らい頻度でやっていくのか、それを予算的につけられるのかと

いう部分もあるかと思いますので、ご検討いただいた方がいい

のではと私は感じています。 

   委員長 〇〇さん。 

   委 員 会議、参加が遅れました。大変申し訳ありません。私の方はです

ね、３番の経営意識ということで、話をさせていただきたいと思

います。基本的な考え方についてはこういった内容でよいのか

なというふうに思っております。今の財務状況を把握して、今後

どれくらい体力があるのかというところを判断する指標として

出していただければ、皆さん分かりやすいのではないかと思い

ます。前回の資料の数字だけで言うと、14 万人の来場者がいら

っしゃって純利益が 700万円の赤字というふうになっています。

そう考えると、1 人当たり 50 円を値上げしないとプラスマイナ

スゼロにならないというデータなんですね。そこを利用者の皆

さんが、値上げをしていいといった部分を、経営者的な感覚でで

すね、評価をしていただければよいのかなと思っています。 

   委員長 〇〇さん。 

   委 員 この５つの点の中で気になる点としましては、まず３番につい

て、全面的に健全性が維持されているかということでございま

す。雨漏りに伴って施設サービスを途中引退することを考えて

いたりとかもあって、必ずしも健全性があるとは思えないなと
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いうことと、雨漏りした後の処置というのが、責任分界点として

は、管理をやっている側がやられている処置なのか、いわゆる建

物の持ち主、指示側がやっているのかということがよくわから

ない。というのが、ロスしている後の処置についてですね、内樋

を付けたりしているところが、簡易的なことをやっているので

はないかというところがあって、根本的な解決をやってないっ

ていうところが、よく分からないっていうところがあります。そ

こについては、どっちがどうやるかっていうことによって、管理

運営するところと、維持管理するところの責任分界点ははっき

りさせた方がいいのではないかと思います。あと気になる点は、

やっぱり特定天井の、プール、温泉施設の特定天井の話を早急に

そこはしないといけないという話があったので、当然すべきだ

というふうに思いますが、まずは少なくとも目視だけでも、事前、

今のタイミング、どんどんやれる話だと思うんで、構えずにやる

べきことはやっていかないといけないかなと。特に特定天井を

大きく変えるというよりは、その下地とかその辺りの錆びやそ

ういうのを根本的なところで、まず地震が来る前の段階でもそ

ういう状態をやっぱり把握するっていうことが大事かなと思い

ます。これについてはですね、地下の部分の温泉施設の、前回も

ちょっとお話をしたんですけども、この建物の肝のところは温

泉設備だと思いますので、そこが本当に今後、何十年、機能する

かっていうところをちゃんと健全的にチェックしてるのかとい

うところが非常に気になっていますし、そこのポイントがこの

建物を今後の延命化、あるいはお互いに目指すところの一番ポ

イントになってくるんではないかと思います。 

   委員長 今、専門家から専門的な視点でいろいろご議論いただきまして、

いくつか論点が出てきました。１つはこの施設は特殊だと、特に

温泉施設、アクアスのデザイン、形態の特殊性で、雨漏りを誘発

するようで維持管理がしづらい。それに対して、いつまで維持管

理のために支出すべきなのかどうなのかという議論が非常に多

いというのが一点。それから前提として、築 25年の中で、建築

基準法に基づく、これは調べていただきたいと思いますが、建築

確認が必要なものの増改築あるいは大規模修繕等が行われた形

跡があるのかどうか宿題として調べていただきたい。特に温泉

施設のアクアス、温泉施設については、錆が非常に強くて、非常

に中の雨仕舞を含めて換気がなかなかうまくいってなくて、温
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泉棟の維持管理が非常に難しい。これは、簡単に言えば、維持管

理ができ続けるのか。予算との関係もあって、例えば建て替えた

ほうが早いんじゃないという話も、外部委託に関して、こういう

視点。それから経営の視点からですが、公共施設っていうのは２

つありまして、法律に則って造らなければならない施設、例えば

図書館、学校だとか小学校だとか、公民館だとか、それは造らな

ければならない。採算が合わなくなったからやめますとは言え

ないですね。それに対してこういうアクアスだとか、温泉施設だ

とか、こういう施設はですね、健康増進施設の機能も含めて非法

定施設なんですね。法律的に造らねばならない施設ではないと。

だから、余裕があれば、ニーズがあれば、やってくださいという

感じです。そういう中で、先ほど〇〇さんがおっしゃったように、

赤字をなくして経営を安定化させるためには来客者１人当たり

50 円上げないと成り立たたない、値上げしないんだったら、来

場者１万人を何万人に増やさないといけないという意見もあり

ました。それから、この施設は特殊ですから、必ずしも雨漏りを

含めて健全性があるとはいえない。そういう状況で、指定管理の

約款上は 100万円以下の修繕は公社が、100万を超えるようなも

のについては町がやりますが、それらがどういうふうな役割分

担の中で機能的に行われているのかというご指摘があった。こ

れは調べてみたら分かる、これはまた。それからもう１つは、現

在も劣化が激しいので、目視をしながら、１回検討したらどうか

ということでありました。特に、温泉棟の地下室の問題について

は、非常に大きな課題になりそうなので。これは地域の中でです

ね、やるのかどうかも含めてですね、検討していきたい。建築、

建設関係の方や経営診断士の方からの意見がこういう形であり

ました。 

 

  ② 利用者、住民、専門家各々の視点からの意見交換 

   委員長 今度は、町民の皆さん、利用者の皆さんからご意見をいただきた

いと。私の方から指名させていただきたいと思います。〇〇さん。 

   委 員 私は利用者になります。温泉をメインに、月いくらと払って好き

で利用させていただいている者です。今、サウナとか、スポーツ

ジムとかものすごく流行っていて、どこでも成り立っていって

いるのに、今の施設が目的から外れて、今の世の中から外れたこ

とをやっている施設ではないと思うんですよ。お客様がなぜ来
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ないのかなというのは、古いっていうのもあるし、古いけどそれ

なりに私はちょっとこうシンプルな感じで、今、アクアスにいる

と、ごちゃごちゃして、昔はちょっと、年寄り臭いというと失礼

ですけれども、何かそういうのが感じられて、若い人が敬遠した

り、お金かけなくても小ぎれいにしたり、ちょっと手を入れてお

しゃれにする仕方っていうのは、そういうのでお客さんが集ま

ってくるんじゃないかなと思います。修繕とかそういうのお金

がかかるので、あとあと話し合っていってもらいたいなと思い

ます。まず整理整頓、何か小ぎれいにするみたいな、そういうの

をして、お客様リピートで来ていただくような施設にしていた

だくと、集客が少しあがったりしないかなと考えて、普段、お風

呂に入っています。 

   委員長 実は私も昨日、入りました、良い温泉でした。やわらかい感じで、

露天も入ったし、一通りやりましたけれども。お金がかけなくて

もちょっと手を入れて、頑張るとね、なんというかな、職員のや

る気が出てくる、何かアイデアが出てきて、なかなか使えるよう

になるんではないかと。はっきり言って、掃除やそういうものが

行き届いてないんです。そういう私も昨日お風呂に入って実感

しました。 

   委 員 お湯がものすごくいいし、みんなにすすめたい感じなんですけ

ど、やっぱり古い感じで、若い人が嫌かなと。リピートがつなが

っていないですよね。ありがとうございます。 

   委員長 それではですね、○○さん。 

   委 員 ○○でございます。実はですね、25 年になると思いますけれど

も、設立当初に議会の議員をさせていただいておりました。そう

いう関係もあって、当時の状況と今の状況を比較すると問題が

あるということで、この中でいろいろ議論していきたいと思っ

ております。ただ、設立当初につきましては、アクアスに関して

は温水プール、他にはなかなかそういった温水プールがないと

いうことで、夏休みを中心に子供さんたちの利用が多いわけで

すよ。だからそこら辺の部分を少しこう、温水プールの活用の仕

方、やり方も含めて工夫すれば子供たちが来る、それと同時に親

も来ますので、そこら辺でもう少し工夫すれば増えるんじゃな

いかなと。それから、医療関係の部分も、水中歩行の施設もあり

ますので、そういう医療関係の部分をもう少しこう連携をとっ

ていろんな事業ができれば増えるんじゃないかなと。それから
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もう１つは、会員が、要するに鶴亀会員、要するに高齢者の割引

の場合、それから団体の割引の部分のＰＲ。鶴会員、亀会員の部

分での優遇措置はもう少しやっぱり町民の皆さんに理解しても

らえるような状況で、いろんな手当をすればできると思います

し、それから温泉に来ている人たちも、一人暮らしの人たち高齢

者の人たちが自分のところでお風呂を沸かすよりも温泉に来て、

ゆっくり浸かったらいいよねというような方が結構多いんです

よ。私も１週間に３回ぐらい、私も温泉に来てますけれども、そ

ういう面がもう少しケアが足りないのかなと。 

   委員長 昨日も行かれてありましたよね。 

   委 員 すみません、気づかなくて。それともう１つは、一番のポイント

は、飲食関係の部分が当初から利益を上げていたわけですよ。そ

れと同時に、この町は飲食関係のお店が非常に少ないというこ

とで、こういう施設の部分で飲食関係の部分が今、閉鎖の状況に

なっておりますけれども、上手にやれば温泉を含めたところで

来ていただけるんだろうと。だから、コロナの前と今現状を考え

た場合に、コロナの前の状況で、私も数値的なものはわかりませ

んけど、建物の老朽化の問題は別にして経営的な部分に関して

は、以前女性の支配人さんがおられたときはかなりお客さんが

多かった。それ以降についてはちょっとね、非常に何ていうかな、

お客が少ないということで、そこら辺の飲食関係の部分をもう

少しこう、いろんな形で工夫すればお客さんが増えると思いま

す。建物の問題に関しては、今までいろいろ専門家の方たちが言

われてますように問題がありますけれども、この町にとってこ

の施設というのは、荷物になるのか福祉施設になるのかという

ことですけども、やり方によってはですね、やっぱりちゃんとし

た福祉施設として運営ができるような状況をやれば出来ると思

っております。以上です。 

   委員長 前回いただいた資料を見ますと、過去、十数年間、この施設の利

用者は町民の割合が４割ぐらいで推移しておりますね。町民以

外が６割くらい。これはなぜなのかというのが非常に疑問をも

っています。それからもう１つは、健康福祉棟の中のいろんな健

康増進のカリキュラムとか教室がありますけれども、それは６

割程度なんですけれども、４割が町外の人達が利用している。こ

の辺りをどういうふうに考えるのかということも、今後公金を

どういうふうに捻出していくのかということで重要です。そし
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てもう１つはですね、いろいろ調べてもらっているんですけれ

ども、大木町から近隣というんですかね、車で 30分くらいのと

ころに、同様の施設が驚くくらいありましたけれども、25 年前

は委員さんおっしゃったように多分なかったんですね。だから、

珍しいんですね。ところが同様の施設が 25年間の間にたくさん

出てきたから、競争、地域間競争が非常に激しくなっている。そ

れによって入館者数が減っていると問題があるのかなと思って

おります。次に○○さん、お願いします。 

   委 員 私は、○○委員が言われた鶴会員で週２、３回利用させていただ

いています。平成 27年の５月に、最初は今のプレミアム会員に

あたるレギュラー会員で会員になりました。最初は、この大木町

でこんなすばらしい取り組みをされて、素晴らしいなあと思い

ながら利用してました。それがちょっと変わったのが平成 29年

にそれまでは町内も町外もプレミアム会員は同じ値段だったん

ですね。4,800 円でしたかね。29 年に町内は 5,800 円消費税抜

きで。そして町外の会員プレミアム会員は、新規の方はいきなり

9,800 円になったんです。６か月以上会員を続けてある方は

7,800円。4,800円から 3,000円値上げになったんですよね、町

外の方は。町内は 1,000円だったんですけれども。この時に町外

の会員さんは考えられました。辞められた方も多かったと思い

ます。ちょっと資料にあがってないんで、私は何人だったか、そ

のときの会員が何人だったかというのは分かりませんけれども、

私の感覚では 100 人ぐらいやめたんじゃないかなあとか思って

います。続けられた方も、やっぱり年間ですると 10万円ぐらい

払われてるんですよ、今はですね。7,800 円の消費税掛け 12 ヶ

月です。私は町外の方をいかに取り込むかというのを大切な視

点だと思います。今、関係人口と言いますよね。住んでる人も大

切だけど、大木町に関係してくださる人口、観光に来ていただい

たり、ふるさと納税をしていただいたりと。アクアスの経営にそ

ういう視点が足りないんじゃないかなと私は思っています。私

は町民なんで、鶴亀会員で、１回 300円で健康棟を利用して、レ

ッスンを受けて、筋トレして、有酸素運動をして、そしてそのあ

とお風呂に入ってトータルで２時間半ぐらい過ごさせていただ

いて本当に助かってます。体力維持とですね、リフレッシュでで

すね。だから、本当に私にとって大切な施設なんでですね、この

検討委員会が開催されるというのをお聞きして、結果的には私
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の望むようにはならないかもしれないですけれども、しっかり

意見を言わせていただいて、納得したいなと思って検討委員に

応募しました。以上です。 

   委員長 ありがとうございました。それではですね、○○さん。 

   委 員 〇〇です。今のさきほどの〇〇さんのお話にもあったんですけ

れども、１つちょっと質問というか、利用料が町民と町外の方の

差が何であるかというのがよく分からず、お風呂とかで町外の

方からよく話が出るのが、なんで町外は高いのっていうふうに

言われるので、そういうところが何かこう根拠があれば、町民の

ための施設なので、町民には安く利用してもらうっていう趣旨

なのかなあとは思うんですけども、ちょっとそこのところが、私

自身わからないところで、そういったことから、町民が利用する

とこんなに利点があるんだよっていう〇〇さんがおっしゃった

ようにＰＲ活動をやっていくとどうかなっていうふうに思いま

す。健康棟というのも併設されてすごくいい施設なので、健康棟

と温泉のセットで何かこう活用できるようなプログラム、そう

いう商品じゃないですけど、そういうのを取り入れたらどうか

なっていうふうに思いました。あとプールについてですけども、

プールを何度か利用したことがあるんですけれども、全然使わ

れてない、ビニールシートをはったところがあって、なんかそう

いうのって、ちょっと言い方が悪いんですけれども、見苦しいと

いうか、もうちょっと整理したらどうかというふうに思います。

せっかくあるのに使えないっていうのは、来られた方にも何か

ちょっと残念感が残るんじゃないかと思います。あと、ちょっと

したことですけれども、アクアスの温泉の方ですけど、入ってか

らの下駄箱の整理とか、脱いだ靴が散乱しているんですよね。足

が悪い方とかもみえるので、それに引っかかったりすることも

しばしばあって。あとロッカーとかも、扉があいたままで、そこ

に頭をぶつけるなどの危険性もあるので、そういうちょっとし

たことの整理とか、フロアカーペットですかね、ああいうところ

のシミとかもあるので、ちょっと不衛生な感覚があります。 

   委員長 なぜ町内外の差がというところで。 

   事務局 ご質問にお答えしたいと思います。○○委員から町外と町内と

の差ということで、アクアススポーツクラブが入る前は、最初に

お配りした資料で、アクアス、健康棟とも 600円です。町民は両

方利用して 600円、アクアス会員というのも、町民は 300円、両
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方利用いて 300 円、町外はそれぞれ 300 円ずつというふうに違

いはありました。そしてスポーツクラブが出来るときに本当は

町民、町外に差をつけるはずだったそうです、聞いた話ですが。

しかし、総合型スポーツクラブということで国からの補助をも

らうためには、差を設けることはできないということで同じに

した。だから、スポーツクラブがなくなるときには、そのまま続

けるっていうことを確約はしていなかったんですね。しかし、そ

ういうことが、人が変わったりしてうまく伝えられなかったと

いうことで、もともと町民と町外の料金、表ぶりには 600円だけ

れども、両方使って 600円、アクアス会員も両方使って 300円、

そういう違いがあったんですね。だから、それを少し元に戻した

みたいな、もともと差をつけたかったけれども差をつけること

ができなかったというのが本当のところです。だから補助金を

もらえなくなったんですね、何年間っていうことで決まってい

たので補助金が来なくなったということで、入館料を上げる必

要があった。そのときに、もともと差をつけたかったような形に

して、町民には町からその分は補填をした。だから差をつけてい

るということではなくて、本来は同じ料金、7,800円だけれども、

その料金まで町民には補助をしているといのが正しいというこ

とになると思います。 

   委員長 はい、それでは。 

   委 員 それでは、プレミアム会員は、町民のプレミアム会員さんは

2,000円補助があってるんですか。それは、皆さん、ご存じじゃ

ないかもしれない。私も知りませんでした。 

   事務局 指定管理料の中に、町民優遇ということで。例えば鶴亀会員さん

は、年間料なしに入れるよう町から補填をしております。全てア

クアスにすると、アクアスはものすごく赤字になります。１人当

たりの客単価はものすごく安いんですね。他の温泉というのは、

どんなに安くても 600円です。でも、客単価は 200円、300円な

んですね。それでは運用が出来ない。それについては福祉目的と

いうことで補填をしております、必要な分についてはですね。 

   委員長 よろしいでしょうか。 

   委 員 もう１ついいでしょうか。 

   委員長 他の人の意見を聞いていないので、悪いですが、後で。それでは

ですね、○○さん。 

   委 員 〇〇でございます。よろしく。最初、出来たときによく行ってて、
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食堂やなんかもいっぱい利用して、おいしい、おいしいと。この

間温泉の見学で２階に上がったらびっくりしたような感じで。

全然、あらと思いました。それと２階に上がるときに、窓側から、

雨が降るときに相当入っているような感じで。地下も水が溜ま

って大事な機械が壊れるんじゃないかと心配して見学を終わり

ました。「吉野ヶ里温泉」が佐賀にありますけれども、大木町も

食堂とかバス停とかもあって、電車もあるにかかわらず、活動が

全然ないから、例えば「吉野ヶ里温泉」なんかは、お風呂に入ら

なくても食事を利用できるようになっていますから、皆さんが

食事をされるような、せっかくのきれいな場所があったんです

から、そんなものをしていかないと何かもったいない。お盆とか

お正月に家族でお風呂に来ても、みんなで食事しようというの

もないから。食事はありますかと来られて、お弁当を食べるかも

わかりませんけれども、食事はできないということで帰られる

方もあるそうです。基本的に第３セクターになっていること自

体が、何かこう、穴埋めを町がするんじゃないだろうかというこ

とで努力はされないのではないかと思います。今の状態でずっ

といっても、あの建物を補修したらどれだけお金がかかるのか

なということを心配して。それならば、お湯はもったいないので、

和風な家にして建て直したほうが、どうだろうかと家でこの間

あったときから考えておりました。以上です。 

   委員長 ありがとうございました。最後は〇〇さん。 

   委 員 前回はすみません。行事がすでに入っておったもんですから。今

回が初めてですけれども、〇〇です、よろしくお願いします。私

は出来たときからずっと利用しているんですけれども、私は農

家をしているんですよね。田んぼが忙しいときなんかは、食事を

作らなくても、アクアスに温泉に行って、あそこの２階で食べる

といいよねといって、そんなふうにして利用していたんですね。

〇〇さんが言われたように今はコロナがあったからかもしれま

せんけれども、利用されていないのは。それと、こんなにしてま

すけれども私は足が悪いんですね。それで、皆さん有名な病院な

ので知ってあると思いますけれども、広川のインターのところ

に「〇〇クリニック」ってあるんです。そこに行ったときに、私

の住所を見て、そこの先生が「あなたは大木町ね。ここに来なく

てもアクアスという立派な施設があるんじゃないですか。あそ

こで毎日運動しなさいよ。よくなるよ。」と。それだけ有名だっ
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たんですね 25年前は。それと今のずっと利用していますけれど

も、１週間前か２週間ぐらい前だったんですけど、全然知らない

人と話してたら、温泉の中で話をしていたら「あなた大木町です

か。」と言ったら、「私は大牟田です。」と。「え、大牟田からです

か。そんなに大牟田から来られるんですか。」と私が言ったら、

先生が言われたように、近くに温泉はいっぱいあるんですね。で

も、プールがあって温泉があるのは、ここだけしかないと言われ

たんですよ。そうだ、ここはプールがあるからいいんだなと、プ

ールがあって運動施設があって。そんなふうに、利用している人

は利用しているんだと思ったわけですね。地域住民に聞いても、

私も知った人が少ないんですよ。私は大木町住民ですけど。住民

なのにアクアスに行ったことがないという人がなかにはいるの

で、「どうして来ないの。」と私が言ったんですね。「同じ人ばっ

かりだから。知った人ばっかりだから。」と。「知った人ばっかり

だからと言うけれども、どこにもいるでしょう。」と言ったけれ

ども。家族風呂がないんですね。乳がんの手術をしたりとか、ち

ょっとお腹を切った大きな手術をしたりした人たちが、恥ずか

しくて行かれないっていう意見をまぁまぁ聞くんですよ。そう

いう個人的な家族風呂というのを１つか２つか作っていただい

たら家族で行けると。年寄りが車椅子でもすっと行けるような、

人に迷惑をかけないように。やっぱり年寄りがいくと、他の人達

に見苦しいというと失礼になるけれども、そんなこともあると

意見もあるんですよ。そういうのは造れないことはもうわかっ

てますけど、最初の造り方がどうだったかなと私も思います。最

初に、この施設が福祉施設だから厚生労働省の管轄で出来てい

るらしいんですよ。それで、最初に 25年くらい前にプールがで

きる、温泉プールが出来ると聞いたときに出来たのを見たら、レ

ーンが２つしかなく、その当時は中学校の水泳部なんかが利用

するんじゃないかなと私は思ってたら、あれは厚生労働省の管

轄で、学校関係は教育関係だからね、文部省だからできなかった

とちらっと聞いたんですよ。それで、普通にこれは国のことなん

ですけれども。角張った感じじゃなくて、利用できるっていうな

らば、国も助成してくれたらいいんじゃないかなと思うんです

よ。それと、施設が、アクアスのガラス窓が非常に汚れてるんで

すよ。それで私、聞いたことあるんです。「なんでこんなに汚れ

ているの。」と。そしたら、温泉のなんか成分であんなに汚れて
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いると言われたんですよ。「え、ここだけよ、ガラス窓がこんな

に汚れているのは。」私は温泉が好きなのでよそにいろいろ行く

んですよね、佐賀の温泉とか「青木温泉」とか、いろいろ近所に。

「こんなにガラス窓が汚れているところはないよ。」と言ったこ

とがあるんですよ。そこら辺はね、やっぱりいろいろ言われたよ

うに、施設の中の清潔感というのか、やっぱりそこら辺はお客さ

んを呼ぶために必要じゃないかなって思うんですね。利用者に

対して不親切じゃないかなと思います。 

   委員長 一通り終わりました。〇〇さんの質問は。 

   委 員 質問いいですか。 

   委員長 簡単にお願いします。 

   委 員 意見の続きなんですけれども、町外の方の値上げの件ですね。課

長の方から、本当は最初から、差をつけたかったけれども、補助

があっているとお聞きしましたけど、やっぱり経営センスとし

て一気に 3,000円上げるというのはですね、私は、倍率にすると

1.6倍あったんですね。そして、もう、新規の方は２倍以上にな

っていると。皆さんですね、町外の方を誰が誘おうと思っても誘

えませんと言われたんでですね、そういう経営センスというの

は指定管理者の方に考えていただきたいなと思いました。すみ

ません。 

   委員長 ちょっと休憩を。何かありますか。 

   委 員 ちょっといいですか。〇〇さんが言われたように、家族風呂とか

自分も考えていて、前々の町長さんに、「家族風呂というのがあ

ると不自由な人も助かります、どうでしょうか。」と言ったら、

あと１つ温泉を掘らないと、今の状態ならば、今が精いっぱいだ

そうです。だから、１つ掘ったときにも 1億必要だったそうです

から、ちょっと無理と言われましたから、報告を。お湯自体はい

いお湯が出ています。 

   委員長 私も昨日入って、いいお湯だと思いました。はい、ここで休憩を

取りまして。私も整理をしないといけないので。55 分まで休憩

をさせていただきたいと思います。 

       （休憩） 

   委員長 いろいろありがとうございました。意見を聞いたメモを見たん

ですけれども、だいたい４つぐらいに分かれていて。１つは、施

設の老朽化と機能低下、老朽化と機能低下は違いますからね。持

つ持たないという話と、機能が低下しているというのは全然別
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次元の話ですので。この視点からいくと、２つの施設は別々に鉄

筋コンクリートでできていたり、鉄骨でできていたりとかする

ので、分けて点検したほうがきちんといくと、これは皆さん、専

門家の委員さん、同じ認識だと思います。そこで課題になったの

は温泉棟です。アクアス棟の劣化が激しいという問題ですね。こ

のまま維持するために毎年お金をつぎ込んで維持できるのか、

費用対効果、予算の問題、下手すると大変な問題になります。こ

ういう問題をどういうふうに考えていくのかと。それからもう

１つは、作った時からどうもアクアス棟はそのデザイン性が優

先しちゃってまして、私の目から見ても、皆さんの目から見ても、

機能性とか維持管理をしていくっていう視点が欠けていたんで

すね。だから、そうかどうかわかりませんけれども、当初から雨

漏りとか、そういう問題が発生してたことが推測されます。この

建物の特殊性、この問題をどう整理していくかという問題があ

ります。それから、もう１つは、建築基準法の適正の問題。行政

は法律を守る義務があります。これは別途調査していく。それか

ら、検討はしてもらいますけれども、点検の結果と、現在、目視

の調査を地下、分けてでもやる必要があるのか、どうなのかの議

論。役場の中で議論をしていただきたいと思います。それからも

う１つ健康棟については、皆さんご意見はなかったので、ある程

度、機能はある程度補強すれば低下を防げるなと。まず使おうと

思えば使えるなというのがたぶん皆さんの意見。問題はアクア

スだと。非常に問題があると。その議論が一点。それから２点目

は経営の視点なんですけれども、１つはですね、やっぱり、公共

サービスといっても、非法定施設ですから、タダというわけには

いかないですから、適切な料金設定をしなきゃいけない。そうい

う意味で、収入収支の差を埋めていくということになれば、１人

当たりの金額というものをどういうふうに考えていくのかとい

うのが重要な意見です。一方で、例えば１万５千人を２万人に増

やせれば、そんな話はなかなか難しい。ただ、企業をして経営し

ていくためには、お金がどこらへんまで必要なのかというのも

考えていかないといけない。そういう意味で、何人かのご意見の

中でですね、サービスを受けるってことは対価を払わないとい

けない。サービスを受ける対価を払うっていうのが原則ですね。

その対価の設定が、どういうふうな公共施設としてあるべきな

のかっていうのは、真摯に考えていく必要がある。行政っていう
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のは、今までは、すべてのサービス施設を自前で造るというのが

原則だったんですよ。フルセット主義。ところが人口が減少して、

財政が悪化する中で、フルセット主義ができないんですね。フル

セット主義っていうのは、学校もあります、体育館もありますし、

小学校も幼稚園もあります、図書館もあります、公民館もありま

す、何もかもあります、お風呂もありますと、そういうフルセッ

トの時代ではもうないんですね。そうすると、こういう広域的な、

このお風呂の施設なんかもですね、60％が町外の利用ですね。そ

うすると、本当は広域でやったほうがいいんじゃないかという

議論も場合によってはこれから出てくるかもしれない。そうい

う中で料金の適切なあり方というのは議論していく必要がある。

それと、一番問題は周りに同様の施設が出来てきて、町内の利用

者が４割でというなかで、どういうふうに将来、高齢化社会とい

うのが、こちらも 2024年には高齢化率が 35％になるわけですか

ら、そういう中で、高齢化を見据えた健康というテーマで、どう

いうふうに考えていくかというのがもう１つ。経営、施設のあり

方について、施設の問題として健康っていうのが将来ともにキ

ーワードになるかという議論に私はなるんじゃないかと思って

います。もう１つは施設の利用上効率性なんですけど、意見とし

ては何か施設が効率的に利用されていないというのが皆さんの

意見。施設を効率的に利用するには、公社という主体が指定管理

を受けているんですけれども、公社の維持管理と清掃問題、どこ

まで職員の中に意識的な共通意識を持っているのか、この辺り

の経営感覚が乏しいのではないかという議論が。それから４つ

目の議論は利用者や住民の方からも出たように、25 年間使って

きた施設ですから、食堂があったらいいなとか、プールと温泉が

あるから本当に使いやすいんだと、そういう今ある機能を皆さ

ん使いこなしているんで、それぞれの施設への想いがあるとい

うのは十分わかりました。これはまた重要な話で。これはまたア

ンケート調査などの結果も見ながらですね、施設への思いとい

うものは住民の皆さんを気づいていらっしゃるんで。問題は４

つあってもう少し議論を深めていきたいのは、施設の老朽化、老

朽化っていうのは耐震性能、新耐震で造ってありますので耐震

性があるんですけれども、機能の劣化というものをどういうふ

うに考えていくのか。それから２つ目は経営の中で、経営を採算

性に向けていかないと。非公共施設ですから、非公的施設ですか
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ら、公社が行う結果的に、公社の行う様々なサービス赤字になっ

た、仮にした場合にそのつけは誰か担うのかと、結果的に行政、

一般財源を投入しなきゃいけないし、町民の皆さんの税金で賄

わないといけない。そういう第３セクター、公社の問題というの

が債務負担行為の問題がある。芋づる式にそういう問題も出て

きますからね。今は公社ですから、後ろに町役場が控えています

から、今、借金しなくても経営ができてますけども、そういう問

題はいずれが出てくるので経営問題はきちんと考えていかない

といけない。それから、指定管理や公社がどういうふうに有効に

機能しているのか。もう１つ考えていかなきゃいけないのは、ア

クアスについては、皆さんのお話から、どちらかというと娯楽施

設みたいな機能が、それだけじゃないですけども、健康福祉棟に

ついては、基本的には高齢者や成人病を治すというさまざまな

行政からの委託メニューがあって、そういう活動をやっている

わけですね。これは別途、どういう利用状況なのか、参加状況な

のかということはまたご報告いただきながら、その施設の利用

をどういうふうに高めていくのかというのは非常に重要なのか

なと。あとは何回もいうように、施設への思いというのは分かり

ました。これはまたアンケート調査を踏まえながら考慮すべき

話なのですね、この３点について、残りの時間を使って議論した

いと思います。１点目は施設の機能低下みたいな問題をどうい

うふうに、アクアス、健康福祉棟について、それと費用対効果。

それから２点目は経営のあり方の問題、３点目は、施設が効率的

に機能的に本当に利用されているのか、利用するとなるとどう

いうふうに改善していくのか、この３点について、皆さんと議論

を少し進めたいと思います。１点目の、施設の老朽化の問題につ

いてご意見を、専門家の立場の人達から。〇〇さんいかがですか。 

   委 員 今後おそらく、傾斜している外壁があるので、それに対しての問

題が生じる。先ほど、温泉の窓が汚れているという意見もありま

したが、もしかしたら、傾斜の兼ね合いが影響しているかもしれ

ません。もうひとつは、アルミサッシ自体を構成してる組み立て

時に、防水パッキンが入ってるはずなんですよ。この劣化がおそ

らく進んでて、コーキングで止めましたという形になっている。

サッシ関係の防水パッキンは、通常垂直に立ってるものと比較

すると、ものすごい紫外線を受けて劣化が激しい状態。外壁のね

じ関係っていう、全部１枚１枚のコンクリートパネルで、積み上
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がった状態に、水返しがついた１センチぐらいの返しがついて

るんですが。垂直に立って１㎝ですけど斜めに傾いてる。なので、

実際返しがない状態です。おそらく、これから劣化自体がどんど

ん進んでいく。先ほど報告がありました。工事金額よりも、足場、

仮設の費用がかかる。要するに、残らないものに、費用が相当か

かっていく。シーリング自体、おそらく耐用年数が７年前後。そ

れでは約５年に１回シーリングに何千万という金額をつぎこん

でいくのかという話になってくる。それが、今の建物を残した方

がいいのか。先ほど話がありましたが、単純な建物に置き換えて、

今の機能は維持できるような形にしていくかという議論が必要

になってくるのではないかと思っています。 

   委 員 〇〇さんが意見を言っていただきました。健康福祉棟はあまり

問題がないと思います。窓ガラスが大きくて暑くてたまらない

という話があったので、何らかの斜頸をつけて、光を抑えるため

の機能をつければ問題ないと思います。十何年も前から、私も雨

漏り関係の修繕工事をされていたけれども、そもそも外壁をコ

ーティングしないとどうにもならないということは言われてい

た。先ほど言われていたように、そもそもの形、これを変えない

限りどうにもならない。 

   委 員 以前、18年くらい前に、アクアスの洋風呂の改修工事をさせてい

ただいた。その時、中の壁をはいだ時に、カビだらけだった。こ

のままにしていていいですかって言ったんですけど、いやもう

予算がないからこれでということでそのままになった。カビの

胞子が飛ぶのに、「健康福祉」ではないのではと思った。そこが

問題ではないかと思っています。また、天井裏を見た時に、２階

と１階の間仕切りがないんですよ。温泉の湿気がずっと全館に

まわっている状況だったんで、これはちょっといけないんじゃ

ないんですかねと話をさせていただいた記憶がありますが、そ

のあと改修になったのかわかりませんが、ただやはり入館され

た方の生命を守るためにはやっぱそこ、菌が繁殖するんじゃな

くて、天井が落下する方がちょっと怖いのかなと思っている。そ

こはやっぱりその早急に点検していただいたほうが機能の低下

ということに関すれば、そこを最優先したほうがいいんじゃな

いかと個人的に思っています。 

   委 員 皆さんおっしゃったんで。アクアス棟は確かに見てもらったら

わかる通り、水が入って、サッシ周りの増設の鉄筋が錆びて、そ
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れによって窓まわりとか腐ってきている。腐っているとやっぱ

り湿気がすごいたまったりする。そこの作りの問題とか設計問

題とかそこは、非常にその改善の考え方っていうのは、もう１つ

検討しないと何とも言えない。これが、根本的にありますとか、

それぞれにはもっとシールだけじゃなくて、カバーをするのか。

根本的に斜面的なところの構造の部分を減築してでも改善する

のか。あと渡り廊下のところの水路も、管理の問題としてどうか

と思う。公募委員さんから、愛のある言葉を頂きました。確かに

そうだなと思ってましたし、私もそういう利用者目線じゃない

といけないと思う。施設のところどころ上の方にほこりも多く

みられていて、施設をもう少し愛してあげれば、そこからではな

いか。あと、福祉的な問題で、バリアフリーとか。スロープの設

置とか。今後、いろんな世代に利用いただく施設としても、福祉

的な視点も必要。 

   委員長 アクアス棟の根本的な問題は施設の問題。投資をしても費用対

効果があるのかという問題。健康棟の方はなんとか機能低下は

無さそうなのですが。いずれにしても、アクアスの方は、頻繁に

手を入れてもやりようが無いのではないか、改善点が見いだせ

ないのではないか、そういう意味では、アクアスと健康福祉棟を

分けて、ハード面の問題を検討した方がいいのではないかとい

うことになってくる。アクアスと健康棟を別にして、どういう状

況にあるのか、きちんと見ていく。どうしても役所、どこの日本

中の自治体も、そうなんですけども。やっぱり拡大成長時代は物

を作る量を増やすことで精一杯だったもんですから、維持管理

費なんで、歳出項目の中で、１％もないんですよ。それが50年、

長期になると、機能低下が出てきている。老朽化が出てきたりす

る。本来、やらなきゃいけない維持管理ができなかった。全国の

自治体にこの問題が生じている。それから２点目の議論、経営や

健全性。やはり、赤字を出さないようにするためには、一人当た

りの料金を上げないと難しい。一方で、町民も町外の人も、料金

をあげられると困るという意見もありますね。要するに費用負

担をどう考えるか、例えばこういう施設を維持して維持管理を

経営していくときにはどういう経営感覚の視点でやるべきなの

か。 

   委 員 どうしても施設の話が先行してしまう。施設を安心して利用で

きるという機能が大前提であって、やっと採算性の話ができる
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のかなと。それと、健康棟とアクアスの問題。前回の意見で、指

定管理の仕組みを教えてほしいという意見があったが、委員の

皆さんは理解されていないのではないかと思う。実際の仕組み

について、１枚の図などで示していただくと理解しやすいので

はないか。 

   委員長 指定管理の制度ができる前にこの施設はできている。当時は、こ

ういうサービスの施設を作っても、サービスの提供は行政しか

できなかった。行政以外でできるのは、行政が出資してる公社等

しかできなかった。ところが、法律が改正されて、指定管理、つ

まり、公共施設のサービスのあり方について外部に開放した。株

式会社、ＮＰＯなど担い手が出てきた。そういう中で公社が今ま

で業務委託を受けてきたもの指定管理とした。本来なら指定管

理っていうのは、料金徴収の中で、その基本的な運営や維持管理

サービスを提供したりする。ところが、大木町の場合には公社に

対し、行政がやるべきことを合わせて指定管理の中に入れてい

る。様々な教室のほとんどが業務委託され、それ以外にも、別途、

アウトソーシングされている。ということで、複雑ですが、相当

お金は入ってきている。それでいて、こういう経営状態ならば、

議会は納得しないのではないか。当初は黒字だったが、だんだん

赤字になってきた。そのような中で、お金がかけなくても、清掃

活動やサービスを改善し、利用者に気持ちよく利用してもらう

ようにソフト面で改善するといいのでしょうが、それも難しい

という状況。利用者、住民として、このようにしたらいいのでは

ないかという意見があればお願いします。 

   委 員 建物の方とは離れますけど、食事ができる施設が閉まっていて、

そのために、利用客も減っているんじゃないかという意見があ

りました。もう１つ入館料だとか値上げの問題が出てます。逆に

言うと、食事だとかの売り上げで、赤字を減らしてっていう努力

が必要なんじゃないかと思います。人員的な問題でっていう話

がありましたけど再開するつもりで動かれているでしょうか。

温泉に入って食事が、お弁当っていう感覚じゃないと思うんで

すよね。やっぱ食事どっかでレストランみたいな食事をして休

憩ができるというのが本当だと思います。先ほど、農作業が終わ

って行って食事まで終わって、すっきりして帰りたいよってい

う部分その食事の部分が、とれないっていうのは大打撃ではな

いかと思います。赤字部分を、食事などのその他の部分で補って
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いくことができないのかなと思います。 

   委員長 なぜレストランを閉鎖しているんですか。 

   事務局（健康福祉課長） 

まずレストランについては、コロナ前は厨房スタッフが３人い

ました。コロナ禍になって営業ができなくなって、時間を短くし

た。その後２人やめられて１人になった。１人では、昼から夜ま

で、土日までできないということで、コロナが始まって営業して

いるときも、土曜、日曜祝日のお昼だけていう形になりました。

やっぱり宴会ができないっていうのは、それは１つの売りだっ

たと思いますので、食事もできて、お風呂にも入れて、それがで

きなくなって、両方あってやっぱり減ってきたのかなと。一応ス

タッフについては募集してるんですけど、１人しか今のところ

確保できず、１人ではできない。レストランをされている業者が

見には来られました。でもやはり２階にあるっていうことがネ

ックで、１階ならいいけど、靴を脱いで２階に行って食事は厳し

いということで、今のところ、レストラン再開できる目途が立っ

ていない。しかし、レストランを再開したいという気持ちは持っ

ていると公社から聞いております。 

   委員長 さっきプールの話。プールの施設って中途半端。大人は泳げない。

歩行する施設ですよね。 

   委 員 食事の話についてなんですけど。私も食事の二階がもったいな

いないって、見にこられたっておっしゃって。わざわざ２階だか

らっていうのはもうそれ業者さんの言い訳で、今はどんな山奥

でも、みんなお客さん民家みたいなところでも、お客さん並んで

インスタとかで話題になる。２階にあるからとかじゃないと思

うんですけど。近くにジョイフルがあるんですけど、コロナ禍の

前に夕方のアクアスから帰るとき夕方ではなく夜ですね、ジョ

イフルがいつもいっぱいでした。しかし、今通っても誰もそこの

ジョイフルにもいない。車通りでさえ、代行とかも何台もすれ違

って帰り道にずっと柳川のお客さんなんですよね。そのレスト

ランを今私再開しても、その、実際自分が経営して、老人会で利

用したいから始めても、その時だけぱっと来られて、やっぱりず

っと、私が「ばち」をかぶる、経営して、本当に来てくださるの

かと考えた時に、やっぱり心配で。お店を開ききらないかなあと

いうのがちょっと正直だけど。時代がちょっと今そういう食事

ところを求めてるっていうのはあると思うんですけど、でもか
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えって道の駅なんかですね、もう何十年も経ってるけどももの

すごい平日でも盛り上がってらっしゃって雰囲気がそこはもの

すごくやっぱりいいと思う。お店の持って行き方でですね。食事

処を町民のためにっていうのもあるけど、山口さんが行かれと

った時は、いっぱいそういうお客さんがいらっしゃったのかと

いうのを聞きたい。 

   委 員 開設当時は、多くお客さんがいらっしゃった。 

   委 員 もう大分前の話、20年前の話ということですね。あとその女性の

支配人の時のお客様が多かったということもちょっとその辺の

話も聞きたい。 

   委 員 最初は男性の支配人さんが、この方も意外とお客さんに対して、

いつも挨拶して、今日もありがとうとか、男性やったんですけど

よくされてあった。その後が女性の支配人。アクアスの夏まつり

とかあってましたよね。８月の第１土曜か日曜、その時はもう、

住民いっぱいそこに並んでたんです。それってそういう支配人

さんの心がけっていうかな、お客さんと接する挨拶の仕方って

いうのが、ものすごく親密だったんですね。私からしてみればね。

だからやっぱし上に立つ人はやっぱし、そういう、その人とのコ

ミュニケーションがものすごくよくないといけないんじゃない

かなあと私は思います。 

   委 員 この辺、公社の今の支配人、トップの方に対しての考え方を教え

てください。 

   事務局（健康福祉課長） 

       支配人については、確認して、次回の会議で回答します。 

   委 員 すいません。バスがあったっておっしゃってて、それが何か今ア

ルコール提供が、町の運営だからできないってちらっと最初言

われて、ちょっと気になってやっぱそういう場ってそういう飲

み物がでたら人が集まるところがあるけど、そういうのもやっ

ぱり今飲酒に対して厳しいからそういう町の関係のそういう施

設には出しにくいことですか。 

   事務局（健康福祉課長） 

       毎週水曜日と金曜日大きなサロンっていうのが、それには巡回

バス自宅の近くまでお迎え送迎の際それを公民館で利用できる

アクアスだけじゃなく、それには、やっぱり町のバスを利用して

きていただくので、そこで例えば移動で事故があった時にやっ

ぱり町が最後まで責任を持たないといけないので、それはちょ
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っとご遠慮いただいています。 

   委 員 前宴会された時にバスが動いてたっていうのを聞いてたけど、

アクアスの持ち物だったんだからよかったんですね。 

   事務局（健康福祉課長） 

       やっぱり町がバスを走らせると、家に着くまで町の責任になる

ので。 

   委 員 支配人に対する、〇〇委員の意見と、私もおんなじです。ここに

30年度に支配人交代って書いてある資料にあったんですけど、

支配人が代わられたっていうわかったのは、昨年度でした。〇〇

さんですかね。なんかその方が、支配人さんだと私は思ってまし

た。そしたらここで、30年度、代わってやったんだとわかったん

でですね。ちょっとびっくりいたしました。私の感覚なんですけ

ど今の支配人の方は、何かコストカットのことだけ考えてある

気がします。赤字だからですね、なんか、コストカットをせんと

いかんということを主に考えてあるのかなっていう感じがして

ます。 

   委員長 もう１つの議論の視点ですね。よろしいでしょうか。前回もらっ

た資料を見ますと、当時、大木町の当センターについては、健康

長寿のまちづくりに向けた基本方針ということで、超高齢化社

会にふさわしい地域づくりに向けて、健康福祉センターの方で

実践するんだと、今でも通用するようなことが書いてあるんで

すよ。それで、元気で長生きするような大木町を作るために、健

康長寿のまちづくりを進めようと。その中の、家庭にその拠点を

活用しながら、各自治区みたいな公民館、そういうものを活用し

ながらネットワーク２つのことが、そういう意味では、今も通用

をするような、将来も通用するようなテーマで言われてる。実際

の皆さんが健康棟の中でいろんなサービスを受けて、そういう

利用してる人がいれば、ちょっと意見を聞きたい。はい。 

   委 員 実は私は、以前、健康増進事業に少し関わってまして、看護師と

して。その時は結構町民の中でも一部の方しか利用されてなく

って。それも高齢者なので、足腰がしっかりしてなくて、次、何

か、もう次入院されたから来なくなった、施設に入ったから来な

くなったっていうことで。新たにこられる方もいらっしゃるん

ですけども、そういう施設に入られてこられなかったっていう

方も多い。あとは、子供の利用が少ないのかなっていうふうに思

います。どの世代の方がどんなサービスを、大木町のサービスを
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受けれるのかあってもちょっとこうわかるようにしてもらうと

いいのかなと思う。あともう１つはですね、第３セクターという

ことで、企画は、町の職員の健康課の方がされるんですけど、実

際にするのはアクアスの職員さんだったり、健康棟の職員さん

だったりして、何か縦の繋がりですかね、横の繋がりですかね、

そういうのが何か薄いような気がするんですね。それで、次、こ

の事業の責任の所在がはっきりしてなくって、その事業を１つ

やった評価と反省が、うまくいってなくって、その次年度に繋が

らないっていうことを感じました。 

   委員長 ここは重要な視点で、今ほとんどそういう形で行っています。言

葉悪いですが、力を出してアウトソーシングすると、そこで終わ

っちゃうんですよ。おまかせって感じ。そうすると、やっぱ企画

を作った町の人たち健康福祉課の人たちと、それを運用する公

社の人たちコミュニケーション会話があまりなくなって、それ

をどういうふうにしていくか、つまり本来ならば指定管理の関

係の中では、そういうアウトソーシングしたら、定期的に協議の

場を持って、うまくいってるのかとか、どういうふうに改善する

のかとか、利用者のアンケートをとってどう改善するのかとか、

そういう町側のサポートがないと。失礼だけど、やりっぱなし指

定管理のアウトソーシングのやりっ放しっていうかですね。ほ

とんど実際自治体がそういう実態なんで、そこを改善しないと。

やっぱり、この真に健康づくりの拠点としての利用する価値が、

そこのところでやっぱ改善していかないと質を高めるという問

題が足りない。 

   事務局（健康福祉課課長補佐） 

       健康づくり事業とか、介護予防事業とかを、健康福祉課の方から

公社の方に委託をしております。そちらの事業に関しては現場

のスタッフと、あと私も含めた保健師とこちらの専門職等の会

議を毎月実施しているところです。実施の事業の状況、そして課

題等も共有してるつもりではありますが、やはりその現場で働

いてる働いてあった看護師さんが、そういうふうに、課題が、残

されている、次に活かされていないというふうな意見を言われ

るのであるならばやっぱりそこが、どういった問題があったの

かっていうのを反省点として、またよくお話を聞かせていただ

いて次に活かしていきたいというふうに思う。貴重なご意見あ

りがとうございます。 
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   委 員 健康棟の事業ですね、町から委託されている事業、指定管理料に

含む事業ですね。ここで資料を確認させていただいてですね、私

は本当に何かよくされてるなあって感じております。夫に、メタ

ボ改善教室の案内が今度来たんですよね。それをみたら15回の

教室で。ここに委託料が94万１千円ってあげてあったんで。これ

って、本当に何かこの公社じゃない普通の何か業者に頼むなら

ですね、絶対94万１千円では、受けるところはないなと感じます。

それで、やはりですね。ここの健康事業部門に、運動療法士さん

これは２人って書いてあるんですけど健康科学研究所から１人

派遣できてあるこの方まで入れて２人ですか。ああそうなんで

すね。いや私は本当にこのお２人の方はね。もう本当に休み時間

がないぐらいに働かれてあるんじゃないかなあ。ちょっとこう、

こう、利用しててですね、思ってます。だから、現場はものすご

く一生懸命されてるって感じます。 

   委員長 ちょっと質問なんですけども。さっき〇〇さんの話、話の中で、

こういう健康作り教室を担当するような人の看護師さんですと

か、ケースワーカーですとか、そういう、特殊な職業資格を持っ

た方がやってるんですかそれとも一般の人ですか。 

   事務局（健康福祉課課長補佐） 

       ありがとうございます。運動の指導に関しましてはもちろん健

康運動指導士の資格のある職員がやっておりますし、栄養指導

とかの部分もありますので、そちらに関しては栄養士さんにお

願いをしております。あと保健師は公社にはおりませんので、町

の保健師の方がこちらの教室の方には出向いてですね、保健師

の指導というものも行っています。 

   委員長 先ほど〇〇さんおっしゃったんですけれども、健全な経営をす

るときに安全性が重要だ。つまり、安全性がある経営をどういう

ふうにしているか、それはいろんな施設の安全性のサービスな

んですが、確かにこの施設はある意味ではハード面でいけば、バ

リアフリーはなかなかでき上がってないし、建物の劣化による

安全性、いろんな意味でこの安全性っていうキーワードをどう

考えていくか、ご意見お願いします。 

   委 員 アクアスではないんですが、お年寄りが、お風呂で滑って骨折し

たり寝たきりになったりということを聞く。基本的にバリアフ

リーにして、なかなかお風呂は難しいですけど、滑らないように

して、さっき言われたように、建物自体をどうするかっていうの
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と、こられた人達の何かこう健康管理ですね、滑ったりこけたり

しないように、それが大事と思います。それと、よく福岡に行く

んですけど、福岡は結構、お風呂料金高いんですけども、お客さ

ん、いっぱいですね。何かがやっぱり違う。大木町も一生懸命皆

さんが頑張ってあるどんなとこが違うのかなあと思いながら、

入ることもありますけど、結構千幾らは出してもいっぱいにな

っておりますから、努力したらせっかくいいお湯だから、お客さ

んも増えていくんじゃなかろうかと。以上です。 

   委 員 私は大喜楽サロンが銀河の間で行われてるっていうのが一番心

配です。介護予防事業でですね、高齢者の方が本当の介護になら

ないようにする事業。夜、レッスンでいくことはあったんですけ

ど、昼間、この間施設の見学で見たときに、こんなにちょっと壁

紙は剥がれてるしですね、雨漏りはすごいしですね、こんなとこ

ろで、大喜楽サロンがあっているんだって分かって、本当に高齢

者の方を、こんなところで、介護予防事業をして大丈夫なのかな

あと。そこがまずは一番心配です。 

   委員長 最後に、この施設への思いを聞かせてください。 

   委 員 25年前ということで、バリアフリーほとんどそれ以降行われて

いない。まず入口の部分も段差がある状況ですし、お風呂の部分

に関しても、改善しないといけない部分はかなりあるんだろう。

建物にいろいろ問題があるという状況の中で、必要最小限、そう

いうふうなバリアフリーの部分に関してはですね、早急にやっ

ぱり取り組まなきゃいけないのではないか。 

   委 員 ずっと以前は、健康棟の方に、利用して、自分は、体重はどのく

らいあったけど減ったとか改善した事例を、利用者の方から書

いていただいて、貼ってあったんですよね。もうそれを見たとき

には、知っている人がそれを書いてると、ああそうやねそういえ

ば、前は太ってあったけど今スラっとしてあるなと思うんです

よね。健康棟とか、こちらの温泉に入って、そんなふうに改善さ

れたんだなあと思う。例えば、今はどうかわからないけど、そう

いうアクアスとか健康棟を利用された方が、自分はアンケート

とか取ってね。自分がこのようにしてよかったっていうのを、例

えば、１年に１回か２回ぐらいは、大木町の広報紙にこう匿名で

もいいから書いていこう。来ていただくと、アクアスと健康棟の

よさが町民にわかるんじゃないかと思う。 

   事務局（健康福祉課課長補佐） 
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       はい。貴重なご意見ありがとうございます。やっぱり利用者の声

っていうのはですね、一番町民の方々にも届くところだと私ど

もも思っています。町の広報誌とかにも、できる範囲でちょっと

載せたりとしているところですが、本当は大々的に協力をして

もらいながら、やっぱり利用したいなって思えるような記事作

りをやっていきたいなと思います。貴重な意見、ありがとうござ

います。 

   委 員 施設の件でちょっと。もともとアクアスでできたお湯の状況は

循環施設という形。今の状況はかけ流しですか。 

   事務局（健康福祉課長） 

アクアスのお湯については、溢れたお湯はもうそのまま流して、

浴槽の中だけは、溢れたお湯は使ってきちんと毎日排水して全

部掃除している。 

   委員長 かけ流しではない。 

   事務局（健康福祉課長） 

       かけ流しという言葉がどこまでか、というところになるんです

が、溢れた湯は使ってないっていうところではかけ流しなんで

すけど、お風呂の浴槽の中は、ろ過機が使われている。 

   委 員 それと、今年民生委員をしていて感じてるのが、やはり高齢者の

方は車の運転ができなくなると移動手段がなくなってなんかも

のすごいご不便になられるんですよね。私自身も、今は車を運転

できるけど、全然できんようになったら、この大木町で、こんな

に、生活していけるのかという不安はあります。だから、移動の、

別にアクアスだけではないが、ちょっと大きな話になるんです

けど、病院とかですね、アクアスも入れて、何か循環バスとかで

すねお買い物に行けるような循環バスとかですね、そういうの

を考えていただければ、足がない高齢者の方もアクアスが利用

できるんじゃないかなと思います。結構、家族の方に送迎お願い

されてる方はよく見ますけど。アクアスに限らず大木町で高齢

者が楽しく、自分らしく生活できて、そういう手段をアクアスも

入れて考えていただけたら。 

   委員長 それはアクアスだけじゃなくて、大木町、日本中の過疎地域の問

題。移動ができないと交流ができないんですよね。交流ができな

いと家に引きこもってまさに今、大きな移動手段を確保してい

くかっていうのは、最大の自治体のテーマそれは別途の話とし

て自治総合計画の中に入ってますので、それ多分、今後の課題だ
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と思う。はい。他にございますか。 

   委員長 はい。ちょっと早いんですけども。今日、整理しますと、皆さん

からの、私からの提案含めて、３つの視点、専門的な視点、消費

者や利用者の視点からいろいろご意見、論点が整理できました。

これが今後の３回目以降の福祉センターのあり方を検討する重

要なキーワードとして。今日も、主として提供された役割がどう

もそうでない。だから施設は効果的に有効に必ずしもそうじゃ

ないよねっていうのがわかりました。それから、効果的な施設の

管理や運営、経営状況の健全さ安全性のテーマにしながら、なか

なかこうがこうしていくというわけにはなかなかいってないよ

ねっていうことも。それから建物の老朽化と問題について特に

アクアスの機能低下が著しく、直近の課題で、これ全体としてど

ういうふうにするのかということ。もう１つは、25年前に作った

この施設の目的ということですね。その旗は今も色あせてない

んですよね。それをどういうふうにブラッシュアップしていく

か、事務局と一緒に整理をしながら第３回目の議論の１次評価

の考え方ですとか、そういうものに反映させていきたいと思い

ます。ちょっと早いんですけども。審議事項の１、２を終わりた

いと思います。 

  ③ その他 

   委員長 事務局その他何かございますか。よろしくお願いします。 

   事務局（健康福祉課課長補佐） 

       はい。その他ということで次回の連絡になります。次回はですね、

９月の19日の火曜日、１時半からということでまたこちらの大

会議室の方で開催をしたいと思っております。内容に関しまし

ては、先ほど委員長もおっしゃられたように１次評価の方法と

項目に関して、そしてその項目の検討について行います。今、住

民アンケートを聴取しております。７月中旬から８月末にかけ

て、住民のアンケートをとらせていただいてるところになりま

すので、そちらの結果の方もこの19日に報告をしたいと思って

おります。資料の方はですね、でき次第お送りいたしますが、９

月の中旬以降ちょっとまだぎりぎりになるかなと思いますけど

なるべく早くですね、お送りできるように準備をいたしますの

で、よろしくお願いいたします。 

 

（４）閉会 
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   委員長 それでは、以上で、今日の第２回目の健康福祉センターのあり方

に関する検討委員会を終わりたいと思います。どうもありがと

うございました。 

 


